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市からのお知らせ

・・・このアイコンはお知らせ端末の電話番号です。

infoinforrmationmationinfoinforrmationmation
がんばるあなたを応援します！

人づくり・地域づくり事業の紹介

阿
蘇
市
で
は
、
人
づ
く
り
・
地
域
づ
く
り

を
推
進
す
る
住
民
活
動
を
広
く
支
援

し
、
活
動
の
一
層
の
促
進
と
地
域
活
性
化
へ
の

波
及
効
果
を
図
る
た
め
助
成
事
業
を
行
な

て

い
ま
す
。
助
成
を
受
け
よ
う
と
思
わ
れ
る
方

は
、
計
画
の
段
階
で
企
画
振
興
課
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

事　業　名 助　成　基　準

①人づくり事業
▶国内外での調査研究活動
　（１事業につき）

国内 (1)総事業費の90％以内
(2)最高限度額15万円

国外 (1)総事業費の90％以内
(2)最高限度額35万円

②環境づくり事業
▶ 街並景観、農村環境、自然環境保全活動等

(1)総事業費の80％以内
(2)最高限度額50万円

③地域づくり事業
▶ 手づくりのイベント、特産品の開発、
地域づくりに関する研究・交流活動等

(1)総事業費の80％以内
(2)最高限度額50万円

④文化づくり事業
▶郷土文化の保全、育成活動等

(1)総事業費の80％以内
(2)最高限度額50万円

○
市
内
に
在
住
又
は
勤
務
す
る
個
人

○ 

市
内
に
所
在
す
る
団
体
・
グ
ル

プ

等
で
、
平
素
の
活
動
に
つ
い
て
他
の

機
関
又
は
団
体
か
ら
資
金
的
援
助
を

受
け
て
い
な
い
も
の

○ 

事
業
を
実
施
す
る
地
域
か
ら
の
賛
同

を
得
た
事
業
で
あ
る
こ
と

　

な
お
、
右
記
の
助
成
資
格
を
満
た
し

　

て
お
り
、
年
度
内
に
完
了
す
る
事
業

　

で
申
請
後
１

月
を
過
ぎ
て
実
施
さ

　

れ
る
も
の
に
限
り
ま
す
。

　

次
の
事
業
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

○ 

既
に
事
業
を
実
施
し
て
い
る
若
し
く

は
申
請
後
１

月
以
内
に
実
施
予
定

の
事
業
。

○ 
市
の
補
助
金
を
以
前
に
受
け
た
同
一

事
業
若
し
く
は
同
一
事
業
と
み
な
さ

れ
る
事
業
。

○ 

当
該
助
成
金
を
以
前
に
使
用
し
た
継

続
事
業
と
み
な
さ
れ
る
事
業
。

○ 

人
夫
賃
な
ど
の
労
務
費
や
食
糧
費
、

会
場
使
用
料
な
ど
。

※ 

助
成
金
は
、
申
請
後
事
業
採
択
さ
れ

交
付
決
定
の
通
知
が
あ

て
か
ら
事

業
着
手
と
な
り
ま
す
。
交
付
決
定
前

で
の
事
前
着
手
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん

の
で
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

助
成
資
格

《問い合わせ先》　企画振興課 地域振興係　☎２２－３１６９

infoinforrmationmationinfoinforrmationmation

「阿蘇市暴力団排除条例」を制定しました

《問い合わせ先》　総務課 防災交通係　☎２２－３１１１　　　５５－３１１１

今
年
４
月
１
日
か
ら
「
熊
本
県
暴
力

団
排
除
条
例
」
が
施
行
さ
れ
た
こ

と
に
伴
い
、
阿
蘇
市
に
お
い
て
も
暴
力
団

の
排
除
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
６
月
議
会
で
議
決
を
経
て
「
阿
蘇
市

暴
力
団
排
除
条
例
」
を
制
定
し
ま
し
た
。

　

こ
の
条
例
は
来
年
４
月
１
日
か
ら
施
行

と
な
り
ま
す
が
、
条
例
に
お
け
る
主
な
内

容
は
左
記
の
と
お
り
で
す
。

■ 

市
が
設
置
し
た
公

共
施
設
を
暴
力
団

が
使
用
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
場
合
、

市
は
使
用
の
承
認

を
行
い
ま
せ
ん
。

ま
た
、
使
用
の
承

認
を
行

た
場
合

で
も
、
そ
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が

で
き
ま
す
。
（
第
10
条
）

■ 

学
校
で
は
、
生
徒

又
は
学
生
が
暴
力

団
の
悪
影
響
を
認

識
し
、
暴
力
団
に

加
入
せ
ず
、
か
つ
、
暴
力
団
員
の
不
当

な
行
為
に
よ
る
被
害
を
受
け
な
い
よ
う

に
す
る
た
め
の
教
育
が
行
わ
れ
る
よ
う

必
要
な
措
置
を
講
じ
ま
す
。

　

（
第
11
条
）

　　


